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地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）を紹介します！1
　高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごせるように専門の職員（社会福祉士、保健師・
看護師、主任介護支援専門員）がチームとして、さまざまな関係機関と協力しながら、高齢者の方々
を支援します。

◆地域包括支援センター【以下、「包括」といいます】

いつまでも元気で
すごしたい

自立した生活のお手伝いをします
◎いつまでも元気ですごしたい方に「介護予防」
にとりくんでいただくお手伝いをします。
◎要支援1・2の認定を受けた方等への介護予防
ケアプランの作成

自分らしく
くらし続けたい

さまざまな方面からみなさんを支えます
◎ケアマネジャーに対するアドバイス
◎医療機関、福祉サービスなど、さまざまな機
関や関係者と連携して支援の仕組みづくりを
すすめます。

安心してくらしたい

みなさんの権利を守ります
◎高齢者虐待の防止、相談、対応
◎認知症の方などへの成年後見制度活用につい
ての相談

相談したい

なんでもご相談ください
◎高齢者の方やご家族からの相談を受け、介護
保険や福祉、保健、医療等必要なサービスに
つなげるなど、相談内容に応じた支援をします。

地域包括支援センターでは、高齢者の方に関するさまざまな相談を
  受け付けています。相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

　大阪市は民生委員制度も日本で最初に創られたように、
常に福祉のフロントランナーの役割を果たしてきました。
　現在大阪市の誇れる最も先駆的なものの１つが、66 か所
ある地域包括支援センターの活動ではないかと思っていま
す。
　大阪市は平成 18 年度より地域包括支援センターの設置を始め、この 15 年間に
活動の幅を広げ、地域の人々にとっては、なくてはならないものとして定着して
きました。
　そのため、こうした冊子を早くから作ってほしいと、運営協議会でも主張して
きた者にとって、今回の冊子の発刊はうれしい限りです。
　66 の地域包括支援センターが実施した地域ケア会議をもとにして、地域の人々
や専門職といっしょに地域の課題を見つけ出し、取り組んだ具体的な活動を紹介
してくれています。
　この具体的な活動こそが、地域包括ケアシステムや地域共生社会を確立するこ
とになります。
　各地域包括支援センターはそれぞれ担当する地域が決められていますが、地域
ごとに人口構成や文化も異なり、地域の課題もそれぞれ異なります。
　また、その解決に向けてもそれぞれの地域の特徴を生かしながら、活動してお
られることを、読者の皆さんには読み取ってほしいと願っています。
　平成 23 年 6月に地域包括支援センターに地域ケア会議が義務づけられました
が、全国的には進展しなかった当初から、大阪市の全地域包括支援センターは積
極的に展開し、ここまでの成果をあげることができました。
　今後の地域包括支援センターは、すべての住民がいつまでも在宅生活を継続で
きる地域共生社会の拠点になっていくことを期待しています。

　　　　　　　　　　令和 3年 3月
　　　　　　　　　　大阪市地域包括支援センター運営協議会委員長　白澤政和
　　　　　　　　　　（大阪市立大学名誉教授・国際医療福祉大学大学院教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）を紹介します！
２ 地域包括支援センターの取組みについて
３ 各地域包括支援センター一覧

　高齢者やその家族からの介護、福祉、保健に関する相談に応じるために地域包括支援センターと
連携した身近な総合相談窓口です。

◆総合相談窓口（ブランチ）【以下、「ブランチ」といいます】
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地域や専門職とのつながり多職種連携・相互理解・専門職のスキルアップ5 地域特性

複合課題を抱える世帯への支援・対応に向け、
様々な支援機関との連携システムを構築する

平野区長吉地域包括支援センター
（社会福祉法人永寿福祉会）

　圏域内は戸建て住宅が密集する地域と、公営住宅が立ち並ぶ地域がある。20数年前に家族で越し
てきて今はひとりで暮らす高齢者も目立つ。また、高齢者率は50％近い地域もある。年金受給のみ、
生活保護受給者が多い。市営住宅の建て替えで圏域内だけでなく外からの転入もあり、同じ自治会
内で連合が違う、入っていない世帯が混在し、高齢者がどこに相談したらよいか困るとの声がある。

　システムとして、職種の枠を超えた連携の

実現は容易ではありませんが、本交流会を通

じて、互いの「顔の見える関係作り」は可能で

す。専門領域外のケースの対応に困った場合

など、包括を介さずとも参加している関係機

関が相互に気軽に相談し合える関係性が構築

できればと考えます。

　複合課題を抱える世帯が多いことから、高

齢者と障がい者の支援者、当事者、地域支援

者、区役所等が集まり地域課題の共有、多機

関連携など情報交換をする機会として支援者

交流会を立ちあげ継続して取り組まれていま

す。高齢・障がい・児童を含む若年層の支援

者のネットワークが構築されることを期待し

ています。地域課題の解決に向け、区役所も

共に取り組んでいきたいと思います。

包括からのひとこと 区役所からのひとこと

HPはこちら

1 地域ケア会議から見えてきた課題
　本人と同居する（または別居している）家族等に何らかの障がい（疑い含む）があり、家族も含めた世帯

全体への対応が必要であるが、精神障がいが疑われる家族（子など）などへの介入・支援が長期化する傾

向にある。（個々の特性に応じた支援の必要性）また、ギャンブル、浪費、借金などの経済的問題がある

にもかかわらず、支援がすすまない。専門相談に繋がりにくく、世帯の生活再建・再構築がすすまない

ために、問題が深刻化する。また支援機関の人材も足りないため、長期的に本人（家族）に寄り添い、伴

走的支援が十分に行えない状況にある。

2 対　象
　障がいのある当事者、障がいのある方を支援している専門職、圏域内の地域支援関係者（民生委員・地

域福祉コーディネーター等）、在宅医療・介護連携相談支援室、生活支援コーディネーター、区社会福祉

協議会担当者（見守り）、区役所の担当者（保健・福祉・子育て・生活困窮事業等）、ケアマネジャー等

3 具体的な取組み内容
　令和元年度は「生き辛さに対する共感」のテーマを軸として、「当事者理解」「支援者・機関の役割・機能の相互理

解」を目的として、高齢者・障がい者支援、区役所、地域支援など多様な関係機関の参集を得て、地域課題の共有

や、多職種・多機関連携についての意見交換」を行った。（計５回  参加者計161名）

＜開催日と内容＞

令和２年度

●第１回（6月7日）：地域福祉活動コーディネーターの立場から意見発信とグループワーク

→地域福祉活動コーディネーターより、「生き辛さ」を感じられたケースの紹介を行っていただき、「生き辛さ」

を感じている対象者へのかかわりや、見守り、支援者間での情報共有について意見交換を行った。（参加35

名）

●第２回（8月7日）：発達障がいにおける「生き辛さ」の発信とグループワーク

→当事者や親御様、第一線で活動している支援者の方々に参加いただき、障がいの有無にかかわらず、引きこ

もり状態にある方の生き辛さに関して共有ができた。（参加31名）

●第３回（9月27日）：対人援助職としてのリフレクション（内省）を試みる

→社会貢献事業のソーシャルワーカーが支援の過程において感じた「もどかしさ」や「ジレンマ」について共有し、

日々の対人援助の振り返りと共有を行った。（参加28名）

4 取り組んだ成果と今後の課題
　４年前に地域福祉コーディネーターとの意見交換から、徐々に各専門機関にも参加いただき、現在で

は毎回30名近くの専門職等に参加いただく交流会となった。

　令和元年度は、高齢・障がい・若年層の支援者が集まり年間テーマである「生き辛さへの共感」を軸に

して、意見交換を行うことで、多職種の相互理解を深めることができ、日常でも互いに相談し合える

「顔の見える関係作り」の足掛かりとなった。

　長吉圏域内の支援者のネットワーク作り（高齢・障がい・若年層）を目的とした活動であるが、当包括

の圏域内にすべての支援機関が存在していないため、包括圏域外に所在する支援機関も、外枠のネット

ワークとして、障がいや引きこもりの支援者の方々には引き続き本交流会に参加いただき、各支援者が

属する領域や専門性を超えた多職種連携が実現できることを目標に本取り組みを継続していきたい。

●第４回（11月21日）：障がい当事者会や家族会からの発信

→高次脳機能障がいや、統合失調症などにより、生活課題がある当事者の方々やそのご家族、現場の

支援者の方々との交流座談会を行った。（参加38名）

●第5回（1月23日）：平野区地域自立支援協議会当事者部会メンバーとの交流会

→当事者の方より、日頃感じている「生き辛さ」やピアカウンセリングの実際について発信いただき、

当事者・参加者で意見交換と交流を深めた。（参加29名）
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